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令和８年度静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式によ
る入札の事前審査登録申請書の記載要領 

最終改定 令和８年３月３日 

（策定 平成 26 年 11 月４日）  
 
静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式による入札の事前審査登録申請書等の提出の時期、方法そ

の他必要な事項（令和３年２月５日告示第 77 号）に規定する事前審査登録申請書及び添付書類等を定めま

す。 

 

なお、上記告示第４ 事前審査登録の結果（2）に記載のとおり、定期の審査に係る申請及び追加又は変

更に係る申請且つそれに係る登録が完了していない場合は、当該年度の６月１日以降に公告する工事又は

建設関連業務の入札において、申請書の評価項目の加点評価がされないものとなります。 

 

目次 
(１)  静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式による入札の事前審査登録申請書（工事）「様式 1」 

(２)  工事入札の事前審査登録申請書の添付書類 

(３)  工事入札における事前審査登録申請書の評価項目の配点参考例 

(４)  静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式による入札の事前審査登録申請書（建設関連業務） 

「様式 1-2」 

(５)  建設関連業務入札の事前審査登録申請書の添付書類 

(６)  建設関連業務入札における事前審査登録申請書の評価項目の配点参考例 

(７)  その他、問合せ先 

 

申請を行う際には、必ず本記載要領や、総合評価落札方式事前審査登録制度のホームページ内の掲載資料

（制度に関するよくある質問等）を参照した後に、申請を行ってください。 
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(１)静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式による工事入札の事前審査登録申請書（様式 1） 
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  (２)工事入札の事前審査登録申請書の添付書類 

評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

１ 令和６年度又は
令和７年度の優
良工事等の表彰
実績の有無 

令和６年度 
又は 
令和７年度 

静岡県 
・交通基盤部 
・財務部 
・くらし・環境部 
・経済産業部 
・企業局 
 

① 静岡県の優良工事等の 
表彰状の写し 

□工事様式 
１  

*1 令和６年度又は令和７年度の表彰（表彰対象
工事はそれぞれの前年度完成工事）の実績が
ある場合評価する。 

*2 表彰対象は静岡県が行うもので、優良工事表
彰・安全工事表彰・地域貢献表彰・ICT 優良
工事表彰、働き方改革工事を対象（交通基盤
部、財務部、くらし・環境部、経済産業部、
企業局）とする（優良技術者表彰は除く）。 

*3 企業局の局長表彰は、部長表彰として評価す
る。建築関連工事の局長表彰、参事表彰は、
出先事務所長表彰として評価する。 

*5 特定建設工事共同企業体（以下、「特定 JV」
という。）の表彰実績は、各構成員を評価対象
とする。 

*6 経常 JV の表彰実績は、当該経常 JV を評価対
象とする。 

*7 表彰が取り消された場合には、事前審査登録申
請にて速やかに修正申請することとする。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

２ 令和７年度の週

休２日推進工事

の施工実績の有

無 

令和７年度に
完成・引渡し
が完了した工
事 

静岡県 
（建築工事は除
く） 

（１）工事検査結果通知書の
備考欄に週休２日推進工事
（４週８休以上）若しくは週
休 2日推進工事（工期全体（通
期））、又は週休 2日推進工事
（月単位の週休 2日（合計））
の記載がある場合 
下記書類①及び② 
 
（２）工事検査結果通知書の
備考欄に週休２日推進工事
（４週８休以上）の記載がな
い場合 
下記書類②及び③ 
 
①「工事検査結果通知書」の 

写し 
②「工事成績評定通知書」の 

写し 
③各種根拠資料 
（工事様式２－２～２－４） 

 
 
※複数件の実績がある場合

は、２件以上の実績を証明
する書類を添付すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□工事共通 
様式 
 

□工事様式 
２－１ 

 
□工事様式 

２－２ 
２－３ 
２－４ 

 
 

*1 令和７年度に完成・引渡しが完了した工事で、「静
岡県 週休２日推進工事（土木工事等）」特記仕
様書（発注者指定型）、（受注者希望型）第３条に
より「現場閉所計画表」を提出し、規定の現場閉
所を行った実績がある場合評価する。 

*2 複数件の実績がある場合は、複数件の実績を申
請する。 

*3「静岡県 週休２日推進工事（建築工事）」特記仕
様書に基づく工事は評価対象外 

*4 特定 JV の施工実績は、各構成員を評価対象と
する。 

*5 経常 JV の施工実績は、当該経常 JV を評価対象
とする。 

*6 工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績とし
て評価しない。 

 



 

    6 
 

評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

３ 令和６年度又は

令和７年度のＩ

ＣＴ活用工事又

は３次元データ

納品工事の施工

実績の有無 

令和６年度 
又は 
令和７年度 
に完成・引渡
しが完了した
工事 

【ＩＣＴ活用工事】 
国又は地方公共団
体 
 
 
【３次元データ納品
工事】 
静岡県交通基盤部 
 
 
 

【ＩＣＴ活用工事】 
（１）工事検査結果通知書の備考

欄に「ＩＣＴ活用工事」の記
載がある場合、添付書類は
不要 

 
（２）工事検査結果通知書の備考

欄に「ＩＣＴ活用工事」の記
載がない場合 

下記書類①及び② 
 
【３次元データ納品工事】 
（１）工事検査結果通知書の備考

欄に「３次元データ納品工
事」の記載がある場合、添付
書類は不要 

 
（２）工事検査結果通知書の備考
欄に「３次元データ納品工事」
の記載がない場合 

下記書類①及び③ 
 
① 「工事成績評定通知書」の 

写し 
② 施工計画書や協議書等（監督

員が承諾又は受理等したこ
とが確認できる表紙及び、該
当部分の抜粋とする）の写し 

③ 協議書や情報共有・電子納品
事前協議チェックシート等
（監督員が承諾又は受理等
したことが確認できる表紙
及び、該当部分）の写し 

 
※静岡県発注工事以外において、
契約形態が特定JV及び地域維

□工事共通 
様式 

 
□工事様式 
 ３－１ 

３－２ 
 

□工事様式 
３－３ 
３－４ 
 
 

 評価は、最大 1.0 点とし【全ての施工プロセスにＩＣＴ

活用実績あり（1.0 点）】、【一部の施工プロセスにＩＣＴ

活用の実績あり又は３次元データ納品工事の実績あり

（0.5 点）】となる。このため、【一部の施工プロセスにＩ

ＣＴ活用の実績】又は【３次元データ納品工事の実績】

の根拠書類については、どちらか一方の書類を添付する

ことで評価となります。 

【ＩＣＴ活用工事】 

*1 国又は地方公共団体が発注した工事において、令和６年

度又は令和７年度に完成・引渡しが完了した工事を評

価する。 

*2 ＩＣＴ活用工事の施工実績とは、静岡県「交通基盤部

発注工事における ICT 活用工事の試行要領」の第３条

に定義された下記の①～⑤の施工プロセスの全て又は

一部のプロセスにおいて活用実績がある場合をいう。 

 

【一般土木工事（土工・舗装工・地盤改良工）】 

①起工測量 

設計照査のために３次元データを作成する。 

②３次元設計データ作成 

①で作成した測量データと設計図書を用いて、ＩＣＴ建

設機械による施工及び３次元出来形管理に用いる設計

データを作成する。 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

②のデータを用いてＩＣＴ建設機械により施工を行う。 

④出来形管理等の施工管理 

３次元計測データや施工履歴データ等による出来形確

認を行う。 

⑤３次元データの納品 

３次元データを納品する。 

【港湾土木工事（浚渫工・基礎工・ブロック据付工）】 

①起工測量 

設計照査のために現況地形を３次元データで取得する。 

②数量計算 

①で作成した測量データと設計図書を用いて、数量計算

を行う。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

持型建設共同企業体の場合 
上記書類 
に加え 
下記書類④又は⑤ 
 
④一般財団法人日本建設情報総
合センターの工事実績情報サ
ービス（CORINS）の登録内容確
認書（工事実績） 

⑤地域維持型建設共同企業体協
定書 及び 地域維持型建設共
同企業体協定書第８条に基づ
く協定書 

 

③ＩＣＴを活用した施工 

ＩＣＴを用いた施工管理装置により施工を行う。 

④出来形管理等の施工管理 

施工後の出来形を３次元データで取得し、①のデータと

比較して出来形確認を行う。 

⑤３次元データの納品 

３次元データを納品する。 

*3 静岡県発注工事以外の施工実績においては、「⑤3 次元

データの納品」の施工プロセスの実績が無くても全て

の施工プロセスの実績があるものとみなす。 

*4 舗装工については、「①起工測量」及び「④出来形管理

等の施工管理」の施工プロセスの実績が無くても全て

の施工プロセスの実績があるものとみなす。 

*5 本項目は発注業種が『土木一式工事、しゅんせつ工事、

舗装工事、とび・土工・コンクリート工事』の工事にお

いて評価対象とする。 

*6 特定 JV 及び地域維持型 JV の施工実績は、出資比率

20%以上の各構成員を評価対象とする。 

*7 経常 JV の施工実績は、当該経常 JV を評価対象とする。 

*8 工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績として評価

しない。 

 

【３次元データ納品工事】 

*9  静岡県交通基盤部が発注した工事において、令和６年

度又は令和７年度に完成・引渡しが完了した工事を評

価する。 

*10 ３次元データ納品工事の施工実績とは、静岡県交通基

盤部発注工事において、３次元データ納品工事に関す

る特記仕様書が添付され、当該仕様書に基づき実施し

た工事をいう。 

*11 情報共有・電子納品事前協議チェックシートにおいて

は、 対象項目 i-Construction 関連の備考欄に「３

次元データ納品を実施」と記載があるものとする。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

４ 令和６年度又は

令和７年度の静

岡県ＩＣＴ普及

啓発活動の実績

の有無 

令和６年度 
又は 
令和７年度 
に完成・引渡
しが完了した
工事 

静岡県 
・交通基盤部 
・経済産業部 

下記書類①及び② 
①担当監督員の確認を受けた「Ｉ
ＣＴマイレージプログラム活
動実績報告書」 

②工事成績評定通知書の写し 

□工事様式 
 ４ 
 
□工事共通 

様式 

*1 令和６年度又は令和７年度に完成・引渡しが完了
した工事で静岡県ＩＣＴ普及啓発活動推進制度
実施要領に基づく活動実績を評価する。 

*2 特定 JV の活動実績は、各構成員を評価対象と
する。 

*3  経常 JV の活動実績は、当該経常 JV を評価対
象とする。 

*4 工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績とし
て評価しない。 

５ 品質管理・環境

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの

取組状況 

令和８年３月
31 日時点で有
効期間内の認
証があるもの 

 ①ISO9001 若しくは 14001、又は
エコアクション 21 の認証取得
を証明する書類の写し 

□工事様式 
５ 

*1 令和８年３月 31 日時点で有効期間内の認証があ
る場合評価する。 

*2 経常 JV の取組状況は、当該経常 JV を評価対象
とする。 

６ 平成 23 年度以

降に ISO9001 を

活用した工事実

績あり 

平成 23年度以
降（令和８年
３月 31日まで
に完成し、引
渡しが完了し
た工事） 

静岡県 
・交通基盤部 
・経済産業部 

下記書類①及び② 
①ISO9001 認証取得活用監督業
務等承認通知書の写し等、実績
を証明できる書類 

②工事成績評定通知書の写し 

□工事様式 
 ６ 
□工事共通 

様式 

*1 評価項目５の「品質管理・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの認証」
がある場合、平成 23 年度以降に静岡県（交通基
盤部・経済産業部）が発注した工事（令和８年 3
月 31 日までに完成し、引渡しが完了した工事）
において、ISO9001 を活用した監督業務による工
事実績がある場合（工事完成までにこの取扱を中
止した工事は除く）評価する。 

*2 特定 JVの施工実績は、各構成員を評価する。 
*3 経常 JVの施工実績は、当該経常 JV を評価する。 
*4 工事成績評定が 64 点以下のものは施工実績とし

て評価しない。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

７  災害協定の締結

の有無 

令和８年３月
31 日時点で協
定を締結して
いるもの 

静岡県（知事部局） 
・危機管理部 
・財務部 
・くらし・環境部 
・スポーツ・文化観

光部 
・健康福祉部 
・経済産業部 
・交通基盤部 
※企業局、がんセン
ター局、教育委員
会、警察本部との協
定は対象外） 

【交通基盤部（各土木事務所含
む）との締結の場合】 
添付書類は不要 
 
 
【交通基盤部（各土木事務所含
む）以外との締結の場合】 
（１）企業が締結の場合 
下記書類① 
 
（２）協会が締結の場合 
下記書類①及び② 
 
①「静岡県との協定書の写し」※ 
②自社が協会内で協力者となっ
ていることを示す「名簿」等の該
当部分の写し 
 
※有効な協定書の写しを添付す
るものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

□工事様式 
７-１ 
７-２ 

*1 令和８年３月 31 日時点で静岡県（知事部局に限
る）と災害協定（業務委託に関する協定を除く）
を締結しているものを評価する。また、対象とし
て、家畜伝染病発生時における緊急家畜処分業務
に関する協定を含む。 

*2 静岡県と協定を複数締結している場合は、静岡
県との協定の内いずれか一つの締結を確認でき
る書類が添付されれば評価する。 

*3 経常 JVの協定締結は、当該経常 JV を評価する。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

８ 令和３年度から
令和７年度の災
害協定に基づく
活動実績の有無 

令和３年度か
ら令和７年度 

静岡県 
・土木事務所、 
・農林事務所、 
・港湾・漁港関係事
務所（局） 

下記書類①及び② 
① 出動要請書 
② 災害応急対策工事完了報告

書等の写し（災害協定に基づ
く様式によるもの） 
 

※実績のある発注機関ごと
に、実績を証明する資料を
添付するものとする。 

 
※完了報告書の添付が困難な

理由がある場合については
当該工事の完了を証明する
工事検査結果通知書等を添
付するものとする。 

 
 

□工事様式 
８-１ 
８-２ 
８-３ 

*1 評価項目７の災害協定の締結がある場合で、当該
協定に基づく令和３年度から令和７年度におけ
る活動実績（工事）を評価する。 

*2 各土木事務所、農林事務所及び港湾・漁港関係事
務所（局）のうち、活動を行った発注機関を全て
選択して申請するものとする。 

*3 経常 JVの活動実績は、当該経常 JVを評価する。 
*4 業務委託に関する協定に基づく活動実績は対象

外。 
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９ 災害協定を締結
している者のう
ち建設機械を３
台以上の所有の
有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年３月
31 日時点で３
台以上の建設
機械を有する
者（自社所有
又は長期リー
ス に よ る 保
有） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （１）：経営事項審査の審査基準
日が令和７年度の経営規
模等評価結果通知書に記
載されている建設機械の
所有及びリース台数が３
台以上の場合 

下記書類① 
 

（２）：経営事項審査の審査基準
日が令和６年度の場合 

下記書類①及び② 
 

（３）：令和６年度又は令和７年
度の経営事項審査の審査
基準日以降に３台以上の
建設機械を有す状態とな
った場合 

下記書類②及び③ 
 
①「経営規模等評価結果通知書」
の写し 

 
②「ショベル系掘削機、ブルドー
ザー、トラクターショベル、モ
ーターグレーダー、締固め用機
械、解体用機械、高所作業車」
は、検査年月日が令和７年度の
特定自主検査記録表。 

「ダンプ車」は、令和８年３月 31
日時点で有効期間内の自動車
検査証*1。 
移動式クレーンは、令和８年３
月 31 日時点で有効期間内の移
動式クレーン検査証。 

 
 
 
 

□工事様式 
９－１ 
９－２ 
９－３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 自動車検査証に、「所有者」「有効期間」等の記載
がない電子車検証の場合は、別途、国土交通省の
車検証閲覧アプリから当該情報が分かるものを
印刷して添付するか、国土交通省運輸支局から発
行される「自動車検査記録事項」を添付して下さ
い。 

*2 評価項目７の災害協定の締結がある場合、建設業
法に基づく経営事項審査で認定する建設機械（シ
ョベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドー
ザー、締固め用機械、解体用機械、高所作業車、
移動式クレーン、ダンプ車又はモーターグレーダ
ー）を令和８年３月 31 日時点で３台以上有する
者（自社所有又は長期リースによる保有）を評価
する。 
なお、台数の内訳として、上記建設機械の種類は
問わない。 

*3 経常 JV の建設機械所有は、当該経常 JV を評価
する。 

*4（３）において、自己所有のダンプ車の場合（車
検証の所有者欄が申請者の場合）は、自動車検
査証（車検証）*1の写しのみでも可。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

   ③ 建設業法の経営事項審査にお
ける同等の書類の写し 
３台分以上の「売買契約書、
譲渡証明書、販売証明書等又
は長期リース契約書（リース
契約の終了は令和９年５月
31 日以降とする）の写し」 

 

  

10 令和７年度の企

業の地域貢献活

動実績の有無 

令和７年度  ① 令和７年度の活動実績を証
明する書類の写し 

（行政機関若しくは町内会長
の記名等による証明書類、感
謝状、新聞記事又は地域情報
紙等の写しで実施時期、実施
内容及び会社名が証明でき
るもの） 

 
※建設業協会等が主催する活動
については、協会員として参加
したことを証明できる資料で
確認する。 

※活動実績を証明するために必
要な場合、説明資料や写真等を
添付するものとする。 
 

□工事様式 
10 
 

*1 令和７年度に実施した以下の実績を評価対象とす
る。 
・静岡県内の公共土木施設*2 の美化活動や環境
保全活動で、企業が自発的に行う活動や企業が所
属する協会等が主催する活動への活動実績 
・静岡県との協働による公共土木施設*2 の維持
管理等に関する活動（リバーフレンドシップ制
度、しずおかアダプトロードプログラム、砂防サ
ポートプログラム、ポート・サポーター制度、維
持管理活動等）の活動実績 
・一社一村しずおか運動による活動への活動実績 
 

*2 公共土木施設：公共土木施設災害復旧事業費国庫
負担方施行令第１条に規定する河川・海岸・砂防
施設・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急
傾斜地崩壊防止施設・道路・港湾・漁港・水道・
下水道・公園 

 
*3 経常 JVの活動実績は、当該経常 JVを評価する。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

11 令和７年度の協

働活動の支援

実績の有無 

令和７年度  下記書類①～④の全て 
① 会社名が記載されている「健

康保険被保険者証」※の写し、
「雇用保険被保険者資格取得
等確認通知書」の写し、 
又は、雇用証明書等 
※健康保険被保険者証は、使
用可能な経過措置期間内のも
のに限る 
 

② 上記社員が NPO 法人の構成員
であることが証明できる名簿
等 

 

③ NPO 法人が県と交わした同意
書や協定書等の写し 
 

④ 上記社員が NPO 法人の構成員
として協働の取組に参加した
ことが確認できる資料（NPO
法人作成の活動報告書（写）
（NPO 法人代表者の記名等が
必要）、感謝状、新聞記事、地
域情報誌等）で、実施時期、
実施内容及び社員名が証明で
きるものとする。 

 

 

□工事様式 
11-１ 
11-２ 
11-３ 
11-４ 
11-５ 

*1 令和７年度に実施した以下の実績を評価対象とす
る。 
協働活動の支援実績は、静岡県との協働による公
共土木施設*2の維持管理活動等に関する活動（リ
バーフレンドシップ制度、しずおかアダプトロー
ドプログラム、砂防サポートプログラム、ポート・
サポーター制度、維持管理活動等）について、静
岡県と同意書や協定書等を締結している特定非
営利活動促進法第 10 条の認証を受けた NPO（以下
「NPO 法人」という。）に所属する社員に対し、こ
の活動への参加を認めるなどした企業の支援実
績を評価対象とし、NPO 法人と県が交わした同意
書や協定書等の内容と活動報告書等の活動内容
が合致している活動の場合に評価する。 

 
*2 公共土木施設：公共土木施設災害復旧事業費国庫

負担方施行令第１条に規定する河川・海岸・砂防
施設・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急
傾斜地崩壊防止施設・道路・港湾・漁港・水道・
下水道・公園 

 
*3 添付書類③の同意書や協定書等の写しは、活動内

容が分かるものとし、一社一村しずおか運動につ
いては認定書と認定時の協定書を添付すること。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

12 令和７年度の災

害対応に関する

実動訓練の活動

実績の有無 

令和７年度 静岡県内の行政機

関（国、県、市町）

が開催した訓練 

①活動実績を証明する書類の写
し（行政機関若しくは団体組織
の記名等による証明書類、新聞
記事又は地域情報紙等の写し） 

 
※証明書類、新聞記事又は地域情
報紙は、開催者・訓練の内容・
開催時期・開催場所・参加人数・
参加した会社名が証明できる
ものとする。 

※活動実績を証明するために必
要な場合、説明資料や写真等を
添付するものとする。 

□工事様式 
12 

*1 災害対応に関する実動訓練において、企業として
の活動実績を評価する。 
災害対応に関する実動訓練とは、建設業が所有す
る建設用機械や建設用器具又は建設業としての
知識技能等を活用し、災害対応のために屋内外で
人や物を動かして行う訓練を示す。 
避難訓練、消火訓練、炊き出し訓練、呼び出し参
集訓練、机上訓練、情報伝達訓練、会議、勉強会、
研修、打合せ、訓練見学、視察、パトロール等は
災害対応に関する実動訓練の対象外とする。 

*2 本項目は発注業種が『土木一式工事』の工事にの
み評価対象とする。 

*3 訓練は災害協定の締結の有無に関わらず評価対象
とする。 

*4 訓練の参加者が企業１社あたり複数名以上の場
合に限り評価対象とする。 

*5 経常 JVの活動実績は、当該経常 JVを評価する。 
 

13 令和３年度から

令和７年度の点

検・維持管理等

業務委託の受注

実績の有無 

令和３年度か
ら令和７年
度 に 完 成
し、引渡し
が完了した
業務委託 

静岡県 
・交通基盤部 
・経済産業部 

①点検・維持管理等業務委託の契
約書の写し 

 
※事業協同組合による受注の場
合①及び② 

②「土木施設維持管理業務委託ま
たは点検・維持管理等業務の受
注実績」における事業協同組合
による実動企業証明 

 

□工事様式
13-１ 
13-２ 
 

*1 静岡県（交通基盤部、経済産業部）が発注した業
務委託とし、令和３年度から令和７年度に完成
し、引渡しが完了した業務委託を評価する。 

*2「道路小規模修繕」等業務委託は、静岡県委託業務
等成績評定要領第 2条 (4) に規定する「点検・
維持管理等業務」のうち「道路小規模修繕業務委
託」、「舗装道路補修業務委託」、「雪氷対策業務委
託」、「河川小規模修繕業務委託」、「砂防関係小規
模修繕業務委託」又は「港湾・漁港施設等維持管
理」の 6業務委託とする。 

*3 点検・維持管理等業務委託は、静岡県委託業務等
成績評定要領第 2条 (4) に規定する「点検・維
持管理等業務」のうち上記*2 の 6 業務委託を除く
業務委託とする。 

*4 経常 JVの活動実績は、当該経常 JVを評価する。 
*5 事業協同組合の受注実績は、事業協同組合員であ

り当該業務を履行する上で作業を行った企業を
評価対象とする。 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

14 令和６年度又は

令和７年度の

「優良業務委託

表彰」の実績の

有無 

令和６年度又
は 
令和７年度 

静岡県 ①静岡県の優良業務委託表彰
状の写し 

 
※事業協同組合による表彰の場
合、①及び② 

②「優良業務委託表彰の表彰実
績」における事業協同組合によ
る実動企業証明 

 
 

□工事様式 
14-１ 
14-２ 

 

*1 評価項目 13 の点検・維持管理等業務委託の受
注実績がある場合で、静岡県（交通基盤部、経
済産業部）が行う令和６年度又は令和７年度の
優良業務委託表彰の「点検業務部門」又は優
良建設工事表彰の「維持管理業務部門」にお
ける表彰を評価する。 

*2 表彰が取り消された場合には、事前審査登録申請
にて速やかに修正申請することとする。 

*3 経常 JVの活動実績は、当該経常 JVを評価する。 
*4 事業協同組合の表彰実績は、事業協同組合員であ

り当該業務を履行する上で作業を行った企業を
評価対象とする。 

15 雇用実績 （１）「若手
技術者雇用実
績」 
令和７年度に
雇用され令和
８年３月 31日
時点で 40歳以
下の者（新卒
者雇用含む） 
 
（２）「新規雇
用実績 
令和７年度に
雇用された者 

県内居住者（雇用後
に県内居住者と
なったものを含
む） 

下記書類①及び② 
 

① 年齢及び県内居住が確認で
きる次のいずれかの書類 
「住民票」の写し又は「運転
免許証」の写し（個人番号（マ
イナンバー）の記載のないも
の。また、住民票は、申請日
が属する月の３か月前の月
初め1日以降に発行されたも
のの写し） 

② 会社名が記載されている「健
康保険被保険者証」※の写し
「雇用保険被保険者資格取
得等確認通知書」の写し、又
は、雇用証明書等 
※健康保険被保険者証は、
使用可能な経過措置期間内
のものに限る 

□工事様式 
15-１ 
15-２ 
 

*1 雇用実績は、県内居住者（雇用後に県内居住者と
なったものを含む）を雇用し、申請日まで継続雇
用され、以降も継続雇用の見込みがある場合を評
価する。 

*2「若手技術者雇用の実績あり」の評価の対象となる
「若手技術者」とは、令和７年度に雇用され令和
８年３月 31 日時点で 40歳以下の者とする。 

  （新卒者雇用含む） 
*3 「新規雇用実績あり」は、令和７年度に県内居住

者（雇用後に県内居住者となったものを含む）を
新規に雇用し、申請日まで継続雇用され、以降も
継続雇用の見込みがある場合を評価する。 

*4 新規雇用の実績は、定年退職後の再雇用も対象と
する。（ただし１年毎雇用条件の更新を伴う場合
は対象外） 
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評価項目 

評価基準日 

及び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例

（チェッ

ク） 

備考 

16 障害者雇用企業 令和８年３月
31 日時点で有
効期間内の登
録があるもの 

静岡県 ①障害者雇用企業審査結果通知
書の写し 

□工事様式 
16 

*1 令和８年３月 31 日時点で有効期間内のものとし
て、登録されている企業（静岡県経済産業部の障
害者雇用名簿に記載されているもの）を評価す
る。 

17 次世代育成支援
企業認証 

令和８年３月
31 日時点で有
効期間内の認
証があるもの 

静岡県 ①静岡県次世代育成支援企業認
証書の写し 

□工事様式 
17 

*1 令和８年３月 31 日時点で有効期間内のものとし
て、認証されている企業を評価する。 

18 令和５年度から
令和７年度にお
ける工事成績評
定点の平均点 

令和５年度か
ら令和７年度
に完成した工
事 

静岡県 
・知事部局 
・企業局 
・がんセンター局 
・教育委員会 
・警察本部 

添付書類は不要 
 
 

 *1 令和５年度から令和７年度に完成した静岡県
(知事部局、企業局、がんセンター局、教育委員会、
警察本部)が発注した工事（当初契約金額が 500 万
円以上の工事）の実績について評価する。 
業種別の成績評定点の平均点（過去３か年度分）
を申請するものとし、平均点は小数点以下を切り
捨てとする。 

  実績がない業種については、加点評価しない。 
*2 特定 JVが受注した工事成績は、各構成員を評価

対象とする。 
*3 経常 JV の工事成績は、当該経常 JV の実績を評

価する。 
*4 成績評定点が 64 点以下の実績は、申請の有無に

よらず、減点対象とする(当該業種のみ)。 
*5 入札参加資格停止処分などにより成績評定が変

更となった場合には、事前審査登録申請にて速や
かに修正申請することとする。 

 注１：添付書類は、評価項目毎にまとめ、白黒ＰＤＦ形式(容量 20メガバイト以下)の一つのファイルとして、申請してください。 
  注２：申請期限後の、申請内容や添付ファイルの修正・追加等は不可のため、誤りのないように注意して申請してください。 
 注３：ふじのくに電子申請サービス」による申請の際には、必ず添付資料（ＰＤＦ）を添付する必要があるため、「18 令和５年度から令和７年度における工事成

績評定点の平均点」のみを申請する場合は、その旨を記したＰＤＦファイル（工事様式 18）を添付してください。 
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(4)静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式による建設関連業務入札の事前審査登録申請書（様式 1-

2） 
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（5)建設関連業務入札の事前審査登録申請書の添付書類 

評価項目 

評価基準日及

び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例 

（チェック） 備考 

１ 令和５年度から

令和７年度にお

ける業務成績評

定点の平均点 

令和５年度か
ら令和７年度
に完成した業
務 

静岡県 
・知事部局 
・企業局 
・がんセンター局 
・教育委員会 
・警察本部 
 

添付書類は不要  *1 令和５年度から令和７年度に完成した静岡県
(知事部局、企業局、がんセンター局、教育委員会、
警察本部)が発注した（土木関係建設コンサルタン
ト、地質調査又は測量）業務（当初契約金額が百万
円以上の業務）の実績について評価する。 
業種別の成績評定点の平均点（過去３か年度分）
を申請するものとし、平均点は小数点以下を切り
捨てとする。 

  実績がない業種については、加点評価しない。 
*2 入札参加資格停止処分などにより成績評定が変

更となった場合には、事前審査登録申請にて速や
かに修正申請することとする。 

*3 設計共同体の実績は、各構成員を評価する。 

２ 令和６年度又は
令和７年度の優
良業務委託表彰
実績の有無 

令和６年度 
又は 
令和７年度 

静岡県 
・交通基盤部 
・経済産業部 

下記書類①及び② 
①静岡県の優良業務委託の 

表彰状の写し 
②業務成績評定通知書の写し（発
注業種記載のもの） 

 

□業務様式 
２-１ 
２-２ 

*1 令和６年度又は令和７年度の表彰（表彰対象業
務はそれぞれ前年度完了業務）を評価する。 

*2 表彰対象は静岡県（交通基盤部、経済産業部）が
行うもので、表彰された業務と同業種（建設コン
サルタント、地質調査又は測量）の場合に限り、
評価の対象とする。 

*3 表彰が取り消された場合には、事前審査登録申請
にて速やかに修正申請することとする。 

*4 設計共同体の実績は、各構成員を評価する。 

３ 品質管理・環境ﾏ

ﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの取

組状況 

令和８年３月
31 日時点で有
効期間内の認
証があるもの 

 ①ISO9001 若しくは 14001 
の認証取得を証明する書類の
写し 

 

□業務様式 
 ３ 

*1 令和８年３月 31 日時点で有効期間内の認証があ
る場合評価する。 
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評価項目 

評価基準日及

び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例 

（チェック） 備考 

４  災害協定の締結
の有無 

令和８年３月
31 日時点で協
定を締結して
いるもの 

静岡県（知事部局） 
・危機管理部 
・財務部 
・くらし・環境部 
・スポーツ・文化観

光部 
・健康福祉部 
・経済産業部 
・交通基盤部 
 
※企業局、がんセン
ター局、教育委員
会、警察本部との協
定は対象外 

（１）交通基盤部と*1 の協会が
締結の場合（自社が協会内で協力
者となっていること） 
添付書類は不要 
 
（２）上記以外の場合 
下記書類①及び② 
 
①「静岡県との協定書の写し」※ 
②自社が協会内で協力者となっ

ていることを示す「名簿」等
の該当部分の写し 

 
※有効な協定書の写しを添付す
るものとする。 

□業務様式 
４-１ 
４-２ 

*1 「静岡県建設コンサルタンツ協会」「静岡県測
量設計業協会」「静岡県地質調査業協会」「海洋
調査協会」「建設コンサルタンツ協会中部支部」
の５団体が対象 

*2 令和８年３月 31 日時点で静岡県（知事部局に限
る）と災害協定（工事に関する協定を除く）を締
結しているものを評価する。 

*3 静岡県と協定を複数締結している場合は、静岡
県との協定の内いずれか一つの締結を確認でき
る書類が添付されれば評価する。 

 

５ 令和３年度から
令和７年度の災
害協定に基づく
活動実績の有無 

令和３年度か
ら令和７年度 

静岡県 
・土木事務所 
・農林事務所 
・港湾・漁港関係 

事務所（局） 

下記書類①及び② 
①業務実施要請書 
②業務完了報告書の写し（災害協

定に基づく様式） 
 

※完了報告書の添付が困難な
理由がある場合等について
は当該業務の完了を証明す
る業務成績評定通知書等を
添付するものとする。 

□業務様式 
５-１ 
５-２ 
５-３ 

*1 評価項目４の災害協定の締結がある場合で、当該
協定に基づく令和３年度から令和７年度におけ
る活動実績（建設関連業務）を評価する。 

*2 工事に関する協定に基づく活動実績は対象外。 
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評価項目 

評価基準日及

び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例 

（チェック） 備考 

６ 令和７年度の企

業の地域貢献活

動実績の有無 

令和７年度  ① 令和７年度の活動実績を証明
する書類の写し 

（行政機関若しくは町内会長の
記名等による証明書類、感謝状、
新聞記事又は地域情報紙等の写
しで実施時期、実施内容及び会
社名が証明できるもの） 
 
※協会等が主催する活動につい
ては、協会員として参加したこ
とを証明できる資料で確認す
る。 

※活動実績を証明するために必
要な場合、説明資料や写真等を
添付するものとする。 

□業務様式 
 ６ 

*1 令和７年度に実施した以下の実績を評価対象とす
る。 
・静岡県内の公共土木施設*2 の美化活動や環境
保全活動で、企業が自発的に行う活動や企業が所
属する協会等が主催する活動への活動実績 
・静岡県との協働による公共土木施設*2 の維持
管理等に関する活動（リバーフレンドシップ制
度、しずおかアダプトロードプログラム、砂防サ
ポートプログラム、ポート・サポーター制度、維
持管理活動等）の活動実績 
・一社一村しずおか運動による活動への活動実績 
 

*2 公共土木施設：公共土木施設災害復旧事業費国庫
負担方施行令第１条に規定する河川・海岸・砂防
施設・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急
傾斜地崩壊防止施設・道路・港湾・漁港・水道・
下水道・公園 

 
*3 経常 JVの活動実績は、当該経常 JVを評価する。 
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評価項目 

評価基準日及

び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例 

（チェック） 備考 

７ 令和７年度の協

働活動の支援実

績の有無 

令和７年度  下記書類①～④の全て 
① 会社名が記載されている「健

康保険被保険者証」※の写し、
「雇用保険被保険者資格取得
等確認通知書」の写し、 
又は、雇用証明書等 
※健康保険被保険者証は、使
用可能な経過措置期間内のも
のに限る 
 

② 上記社員が NPO 法人の構成員
であることが証明できる名簿
等 

 

③ NPO 法人が県と交わした同意
書や協定書等の写し 

 

④ 上記社員が NPO 法人の構成員
として協働の取組に参加した
ことが確認できる資料（NPO
法人作成の活動報告書（写）
（NPO 法人代表者の記名等が
必要）、感謝状、新聞記事、地
域情報誌等）で、実施時期、
実施内容及び社員名が証明で
きるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□業務様式 
 ７-１ 

７-２ 
７-３ 
７-４ 
７-５ 

*1 令和７年度に実施した以下の実績を評価対象とす
る。 
協働活動の支援実績は、静岡県との協働による公
共土木施設*2の維持管理活動等に関する活動（リ
バーフレンドシップ制度、しずおかアダプトロー
ドプログラム、砂防サポートプログラム、ポート・
サポーター制度、維持管理活動等）について、静
岡県と同意書や協定書等を締結している特定非
営利活動促進法第 10 条の認証を受けた NPO（以下
「NPO 法人」という。）に所属する社員に対し、こ
の活動への参加を認めるなどした企業の支援実
績を評価対象とし、NPO 法人と県が交わした同意
書や協定書等の内容と活動報告書等の活動内容
が合致している活動の場合に評価する。 

 
*2 公共土木施設：公共土木施設災害復旧事業費国庫

負担方施行令第１条に規定する河川・海岸・砂防
施設・林地荒廃防止施設・地すべり防止施設・急
傾斜地崩壊防止施設・道路・港湾・漁港・水道・
下水道・公園 

 
*3 添付書類③の同意書や協定書等の写しは、活動内

容が分かるものとし、一社一村しずおか運動につ
いては認定書と認定時の協定書を添付すること。 
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評価項目 

評価基準日及

び 

評価期間 

評価対象 

機関等 
添付書類 

添付書類例 

（チェック） 備考 

８ 令和７年度の新
規雇用実績の有
無 

令和７年度に
雇用された者 

県内居住者（雇用後
に県内居住者とな
ったものを含む） 

 
 

下記書類①及び② 
① 会社名が記載されている「健

康保険被保険者証」※の写
し、又は「雇用保険被保険者
資格取得等確認通知書」の写
し、又は、雇用証明書 
※健康保険被保険者証は、使
用可能な経過措置期間内のも
のに限る 
 

②「住民票」の写し又は「運転免
許証」の写し（個人番号（マ
イナンバー）の記載のないも
の。また、住民票は、申請日
が属する月の３か月前の月初
め１日以降に発行されたもの
の写し） 

□業務様式 
 ８-１ 

８-２ 

*1 雇用実績は、令和７年度に県内居住者（雇用後に
県内居住者となったものを含む）を新規に雇用
し、申請日まで継続雇用され、以降も継続雇用の
見込みがある場合を評価する。 

 

注１：添付書類は、評価項目毎にまとめ、白黒ＰＤＦ形式(容量 20 メガバイト以下)の一つのファイルとして、申請してください。 

  注２：申請期限後の、申請内容や添付ファイルの修正・追加等は不可のため、誤りのないように注意して申請してください。 
 注３：ふじのくに電子申請サービス」による申請の際には、必ず添付資料（ＰＤＦ）を添付する必要があるため、「１ 令和５年度から令和７年度における業務成

績評定点の平均点」のみを申請する場合は、その旨を記したＰＤＦファイル（業務様式 9）を添付してください。 
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(7)その他、問合せ先 

本要領について質問がある場合、下記連絡先にメールによりお問い合わせください。 

また、質問を行う前に、総合評価落札方式事前審査登録制度のホームページに掲載してある「制度に関す

る Q＆A（よくある質問）」についても御参照ください。 

 

  

 

 

 

静岡県建設技術監理センター  技術支援第２班 

 〒421-0122 

静岡市駿河区用宗1丁目10-1 

  電話： 054-268-5004 

  FAX ： 054-258-6030 

 メールアドレス：maetouroku@pref.shizuoka.lg.jp 


